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別 紙 １ の １  

１  特 定 水 産 資 源  

ま い わ し 太 平 洋 系 群  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 ま い わ し 漁 業 と す る 。  

(１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

ア  水 域  

イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 ま い わ し の 採 捕 を 行 う 水 域  

イ  対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 又 は 主 た る 事 務 所 そ の 他 の 事 業 所 の 所 在 地 （

以 下 「 住 所 等 」 と い う 。） が あ る 者 が ま い わ し を 採 捕 す る 漁

業  

ウ  漁 獲 可 能 期 間  

周 年  

(２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 現 行 の 水 準 以 上 に

漁 獲 量 を 増 加 さ せ な い 管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、

陸 揚 げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

い わ し 、 あ じ 、 さ ば ま き 網

漁 業 等  

８ ， ５ ５ １  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

該 当 な し 。  
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別 紙 １ の ２  

１  特 定 水 産 資 源  

ま あ じ  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

  知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 ま あ じ 漁 業 と す る 。  

(１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

ア  水 域  

イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 ま あ じ の 採 捕 を 行 う 水 域  

イ  対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が ま あ じ を 採 捕 す る 漁 業  

ウ  漁 獲 可 能 期 間  

周 年  

(２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 現 行 の 水 準 以 上 に

漁 獲 量 を 増 加 さ せ な い 管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、

陸 揚 げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

い わ し 、 あ じ 、 さ ば ま き 網 漁

業 等  

８ ， ５ ５ １  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

該 当 な し 。  
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別 紙 １ の ３  

１  特 定 水 産 資 源  

く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ）  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

  知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ ４ 月 か ら

６ 月 ま で ）、 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ ７ 月 か ら ９ 月 ま

で ）、 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ 1 0 月 か ら 1 2 月 ま で ）、 愛

媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ １ 月 か ら ３ 月 ま で ） と す る 。  

(１) 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ ４ 月 か ら ６ 月 ま で ）  

ア  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

(ア) 水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 （ 漁 業 の 許 可 及 び 取 締 り 等 に 関 す

る 省 令 （ 昭 和 3 8 年 農 林 省 令 第 ５ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 海 域 を い う 。 以 下 こ の 別 紙 に お い て 同 じ 。）  

(イ) 対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕

す る 漁 業 （ 以 下 「 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る 漁 業 」

と い う 。）  

(ウ) 漁 獲 可 能 期 間  

４ 月 １ 日 か ら 同 年 ６ 月 末 日 ま で  

イ  漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の

管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (ア) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が な い 場 合 に あ っ て は 、 陸 揚

げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

   (イ) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が あ り 、 知 事 が 法 第 3 1 条 の 規

定 に よ る 公 表 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分

に お け る 漁 獲 可 能 期 間 の 末 日 ま で は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら ３

日 以 内 と す る （ た だ し 、 漁 獲 可 能 量 の 追 加 配 分 等 に よ り 当

該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 を 超 え

る お そ れ が な く な っ た と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で は な

い 。）。  

(２) 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ ７ 月 か ら ９ 月 ま で ）  

ア  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

(ア) 水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  

(イ) 対 象 と す る 漁 業  
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く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る 漁 業  

(ウ) 漁 獲 可 能 期 間  

７ 月 １ 日 か ら 同 年 ９ 月 末 日 ま で  

イ  漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の

管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 次 の と お り と す る 。  

(ア) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が な い 場 合 に あ っ て は 、 陸 揚     

げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

 (イ) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が あ り 、 知 事 が 法 第 3 1 条 の 規

定 に よ る 公 表 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分

に お け る 漁 獲 可 能 期 間 の 末 日 ま で は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら ３

日 以 内 と す る （ た だ し 、 漁 獲 可 能 量 の 追 加 配 分 等 に よ り 当

該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 を 超 え

る お そ れ が な く な っ た と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で は な

い 。）。  

(３) 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ 1 0 月 か ら 1 2 月 ま で ）  

ア  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

(ア) 水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  

(イ) 対 象 と す る 漁 業  

く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る 漁 業  

(ウ) 漁 獲 可 能 期 間  

1 0 月 １ 日 か ら 同 年 1 2 月 末 日 ま で  

イ  漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の

管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (ア) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が な い 場 合 に あ っ て は 、 陸 揚

げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

   (イ) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が あ り 、 知 事 が 法 第 3 1 条 の 規

定 に よ る 公 表 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分

に お け る 漁 獲 可 能 期 間 の 末 日 ま で は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら ３

日 以 内 と す る （ た だ し 、 漁 獲 可 能 量 の 追 加 配 分 等 に よ り 当

該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 を 超 え

る お そ れ が な く な っ た と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で は な

い 。）。  

(４) 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業 （ １ 月 か ら ３ 月 ま で ）  

ア  当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  
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(ア) 水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域  

(イ) 対 象 と す る 漁 業  

く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） を 採 捕 す る 漁 業  

(ウ) 漁 獲 可 能 期 間  

１ 月 １ 日 か ら 同 年 ３ 月 末 日 ま で  

イ  漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の

管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 次 の と お り と す る 。  

   (ア) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が な い 場 合 に あ っ て は 、 陸 揚

げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

   (イ) 漁 獲 可 能 量 の 超 過 の お そ れ が あ り 、 知 事 が 法 第 3 1 条 の 規

定 に よ る 公 表 を 行 っ た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分

に お け る 漁 獲 可 能 期 間 の 末 日 ま で は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら ３

日 以 内 と す る （ た だ し 、 漁 獲 可 能 量 の 追 加 配 分 等 に よ り 当

該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 を 超 え

る お そ れ が な く な っ た と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で は な

い 。）。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

(１) 当 初 配 分  

   漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 は 、 原 則 と し て 本 県 に 配

分 さ れ た 漁 獲 可 能 量 の う ち 、 お お む ね ９ 割 を 直 近 ３ 年 間 の 漁 獲

実 績 に 応 じ て そ れ ぞ れ の 知 事 管 理 区 分 に 配 分 し 、 お お む ね １ 割

を 本 県 の 留 保 枠 と す る 。 た だ し 、 そ れ ぞ れ の 知 事 管 理 区 分 へ の

最 低 配 分 量 は １ ト ン と す る と と も に 、 国 の 留 保 か ら の 配 分 、 繰

越 分 の 追 加 配 分 及 び 年 に よ っ て 異 な る 漁 場 形 成 の 変 動 等 を 十 分

に 勘 案 し て 配 分 す る も の と す る 。  

(２) 漁 獲 可 能 量 の 変 更  

   農 林 水 産 大 臣 が 本 県 の 漁 獲 可 能 量 を 追 加 し た 場 合 に お い て 、

融 通 に よ り 本 県 の 漁 獲 可 能 量 が 増 加 し た 場 合 は 、 当 該 追 加 を 行

う 時 点 が 属 す る 知 事 管 理 区 分 に 当 該 追 加 分 数 量 を 配 分 す る こ と

と し 、 融 通 以 外 に よ り 本 県 の 漁 獲 可 能 量 が 増 加 し た 場 合 は 、 当

該 追 加 分 数 量 を 本 県 の 留 保 枠 と す る 。 ま た 、 農 林 水 産 大 臣 が 本

県 の 漁 獲 可 能 量 を 削 減 し た 場 合 は 、 本 県 の 留 保 枠 か ら 減 じ る こ

と と す る 。 た だ し 、 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 削 減 量 が 本 県 の 留

保 枠 よ り 多 い 場 合 は 、 そ の 差 分 を 当 該 削 減 を 行 う 時 点 が 属 す る

知 事 管 理 区 分 か ら 最 低 配 分 量 の １ ト ン を 残 し て 減 じ る こ と と す
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る 。 そ れ で も な お 本 県 留 保 枠 及 び 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の 削 減 量

の 合 計 が 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 削 減 量 に 満 た な い 場 合 に は 、

当 該 知 事 管 理 区 分 以 降 の 知 事 管 理 区 分 に つ い て 、 漁 獲 可 能 期 間

の 近 い 管 理 区 分 か ら 順 に 同 様 の 方 法 で 漁 獲 可 能 量 を 削 減 す る こ

と と す る 。  

(３) 留 保 枠 か ら の 配 分  

   本 県 の 留 保 枠 に つ い て は 、 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型 魚 ） 漁 業

（ 1 0 月 か ら 1 2 月 ま で ） の 漁 獲 実 績 が 確 定 し た 後 、 原 則 と し て 本

県 の 当 初 配 分 の お お む ね １ 割 を 残 し て 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 小 型

魚 ） 漁 業 （ 翌 年 １ 月 か ら ３ 月 ま で ） に 配 分 す る こ と と す る 。  

た だ し 、 知 事 管 理 区 分 に お け る 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可

能 量 を 超 え て お り 又 は 超 え る お そ れ が あ る と 知 事 が 認 め た 場 合

は 、 当 該 特 定 水 産 資 源 の 来 遊 状 況 等 を 踏 ま え 、 本 県 の 当 初 配 分

の お お む ね １ 割 を 残 し 、 必 要 と す る 漁 獲 可 能 量 を 当 該 知 事 管 理

区 分 に 配 分 す る も の と す る 。  

(４) 漁 獲 可 能 量 の 繰 越  

   知 事 管 理 区 分 に お け る 漁 獲 量 が 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 を 超

え な か っ た 場 合 は 、 そ の 差 分 を 翌 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 可 能 量 に

加 え 、 超 え た 場 合 は 、 そ の 差 分 を 翌 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 可 能 量

か ら 減 じ る こ と と す る 。 そ れ で も な お 当 該 知 事 管 理 区 分 に お け

る 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の 削 減 量 が 前 管 理 区 分 の 超 過 分 に 満 た な

い 場 合 に は 、 当 該 知 事 管 理 区 分 以 降 の 知 事 管 理 区 分 に つ い て 、

漁 獲 可 能 期 間 の 近 い 管 理 区 分 か ら 順 に 同 様 の 方 法 で 漁 獲 可 能 量

を 減 じ る こ と と す る 。 た だ し 、 前 管 理 区 分 の 超 過 分 を 減 じ た 結

果 、 当 該 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 が １ ト ン を 下 回 る 場 合 は 、 不 足 す

る 量 を 留 保 枠 か ら 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

  該 当 な し 。  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 の 公 表 に 関 し 、 法 第 3 1 条 に 定 め る 場 合 に

該 当 す る か 否 か に つ い て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が そ の 知

事 管 理 漁 獲 可 能 量 の ７ 割 を 超 え る と き を 基 準 と し て 、 漁 獲 量 の 推

移 に 応 じ て 判 断 す る 。  
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別 紙 １ の ４  

１  特 定 水 産 資 源  

く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ）  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） 漁 業 と す る 。  

(１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

ア  水 域  

中 西 部 太 平 洋 条 約 海 域 （ 漁 業 の 許 可 及 び 取 締 り 等 に 関 す る

省 令 （ 昭 和 3 8 年 農 林 水 産 省 令 第 ５ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 海 域 を い う 。 以 下 こ の 別 紙 に お い て 同 じ 。）  

イ  対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） を 採 捕 す

る 漁 業  

ウ  漁 獲 可 能 期 間  

    周 年  

(２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の 管

理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら ３ 日

以 内 と す る （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 6 3 年 法 律 第 9 1

号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 は 算 入 し な い 。）。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

(１) 当 初 配 分  

漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 は 、 本 県 に 配 分 さ れ た 漁

獲 可 能 量 の お お む ね ９ 割 と し 、 お お む ね １ 割 を 留 保 枠 と す る 。

な お 、 留 保 枠 が １ ト ン 未 満 で あ る と き は １ ト ン と し 、 知 事 管 理

区 分 へ の 配 分 は 、 本 県 に 配 分 さ れ た 漁 獲 可 能 量 か ら １ ト ン を 差

し 引 い た 数 量 と す る 。  

(２) 漁 獲 可 能 量 の 変 更  

農 林 水 産 大 臣 が 本 県 の 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 を 変 更 し た 場 合

に は 、 当 該 変 更 数 量 の 全 量 を 本 県 の 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 か ら 加

減 す る こ と と す る 。 た だ し 、 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 の 削 減 量 が

本 県 の 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 よ り 多 い 場 合 は 、 そ の 差 分 を 留 保 枠

か ら 減 じ る こ と と す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

  該 当 な し 。  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

(１) 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 の 公 表 に 関 し 、 法 第 3 1 条 に 定 め る 場 合  
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に 該 当 す る か 否 か に つ い て は 、 当 該 知 事 管 理 区 分 の 漁 獲 量 が そ  

の 知 事 管 理 漁 獲 可 能 量 の ７ 割 を 超 え る と き を 基 準 と し て 、 漁 獲    

量 の 推 移 に 応 じ て 判 断 す る 。  

(２) 法 第 2 6 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 特 別 管 理 特 定 水 産 資 源 に つ い     

て 、 く ろ ま ぐ ろ （ 大 型 魚 ） は 法 第 2 6 条 第 ２ 項 の 農 林 水 産 省 令 で

定 め る 特 別 管 理 特 定 水 産 資 源 で あ る 。  
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別 紙 １ の ５  

１  特 定 水 産 資 源  

す る め い か  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 す る め い か 漁 業 と す る 。  

(１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

ア  水 域  

イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 す る め い か の 採 捕 を 行 う 水 域  

イ  対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が す る め い か を 採 捕 す る 漁 業  

ウ  漁 獲 可 能 期 間  

周 年  

(２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 現 行 の 水 準 以 上 に

漁 獲 量 を 増 加 さ せ な い 管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、

陸 揚 げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

小 型 機 船 底 び き 網 漁 業 等  ８ ， ５ ５ １  

 

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

該 当 な し 。  
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別 紙 １ の ６  

１  特 定 水 産 資 源  

ま さ ば 及 び ご ま さ ば 太 平 洋 系 群  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 ま さ ば 及 び ご ま さ ば 漁 業 と す る 。  

(１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

ア  水 域  

イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 ま さ ば 及 び ご ま さ ば 太 平 洋 系 群 の

採 捕 を 行 う 水 域  

イ  対 象 と す る 漁 業  

愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が ま さ ば 及 び ご ま さ ば 太 平 洋 系 群

を 採 捕 す る 漁 業  

ウ  漁 獲 可 能 期 間  

周 年  

(２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 現 行 の 水 準 以 上 に

漁 獲 量 を 増 加 さ せ な い 管 理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、

陸 揚 げ し た 日 か ら そ の 属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

い わ し 、 あ じ 、 さ ば ま き 網 漁

業 等  

 ８ ， ５ ５ １  

 

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

該 当 な し 。  
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別 紙 １ の ７  

１  特 定 水 産 資 源  

  か た く ち い わ し 太 平 洋 系 群 （ 体 色 が 銀 色 の も の を い う 。）（ ス テ

ッ プ ア ッ プ 管 理 対 象 資 源 ）  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

  知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 か た く ち い わ し （ 太 平 洋 系 群 ） 漁 業 と

す る 。  

 (１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

  ア  水 域  

    イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 か た く ち い わ し 太 平 洋 系 群 の 採 捕

を 行 う 水 域  

  イ  対 象 と す る 漁 業  

    愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が か た く ち い わ し 太 平 洋 系 群 を 採

捕 す る 漁 業  

  ウ  漁 獲 可 能 期 間  

    周 年  

 (２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の 管

理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら そ の

属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

  全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

  当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

い わ し ・ あ じ ・ さ ば ま き 網 漁

業 等  

８ ， ５ ５ １  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

  資 源 管 理 基 本 方 針 （ 令 和 ２ 年 農 林 水 産 省 告 示 第 1 9 8 2 号 ） の 本 則

の 第 １ の ２ (５ ) に 定 め る ス テ ッ プ ア ッ プ 管 理 を 行 う 。
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別 紙 １ の ８  

１  特 定 水 産 資 源  

  か た く ち い わ し 瀬 戸 内 海 系 群 （ 体 色 が 銀 色 の も の を い う 。）（ ス

テ ッ プ ア ッ プ 管 理 対 象 資 源 ）  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

  知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 か た く ち い わ し （ 瀬 戸 内 海 系 群 ） 漁 業

と す る 。  

 (１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

  ア  水 域  

    イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 か た く ち い わ し 瀬 戸 内 海 系 群 の 採

捕 を 行 う 水 域  

  イ  対 象 と す る 漁 業  

    愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が か た く ち い わ し 瀬 戸 内 海 系 群 を

採 捕 す る 漁 業  

  ウ  漁 獲 可 能 期 間  

    周 年  

 (２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の 管

理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら そ の

属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

  全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

  当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

瀬 戸 内 海 機 船 船 び き 網 漁 業 等  ８ ， ５ ５ １  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

  資 源 管 理 基 本 方 針 （ 令 和 ２ 年 農 林 水 産 省 告 示 第 1 9 8 2 号 ） の 本 則

の 第 １ の ２ (５ ) に 定 め る ス テ ッ プ ア ッ プ 管 理 を 行 う 。  
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別 紙 １ の ９  

１  特 定 水 産 資 源  

  ぶ り （ ス テ ッ プ ア ッ プ 管 理 対 象 資 源 ）  

２  知 事 管 理 区 分 及 び 知 事 管 理 区 分 ご と の 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

  知 事 管 理 区 分 は 、 愛 媛 県 ぶ り 漁 業 と す る 。  

 (１) 当 該 知 事 管 理 区 分 を 構 成 す る 事 項  

  ア  水 域  

    イ の 対 象 と す る 漁 業 が 、 ぶ り の 採 捕 を 行 う 水 域  

  イ  対 象 と す る 漁 業  

    愛 媛 県 に 住 所 等 が あ る 者 が ぶ り を 採 捕 す る 漁 業  

  ウ  漁 獲 可 能 期 間  

    周 年  

 (２) 漁 獲 量 の 管 理 の 手 法 等  

当 該 知 事 管 理 区 分 に お け る 管 理 の 手 法 は 、 漁 獲 量 の 総 量 の 管

理 と し 、 漁 獲 量 等 に 係 る 報 告 の 期 限 は 、 陸 揚 げ し た 日 か ら そ の

属 す る 月 の 翌 月 の 1 0 日 ま で と す る 。  

３  漁 獲 可 能 量 の 知 事 管 理 区 分 へ の 配 分 の 基 準  

  全 量 を 当 該 知 事 管 理 区 分 に 配 分 す る 。  

４  漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手 法 に よ る 資 源 管 理 に 関 す る 事 項  

  当 該 知 事 管 理 区 分 に お い て は 、 漁 獲 可 能 量 に よ る 管 理 以 外 の 手

法 と し て 、 漁 獲 努 力 量 に よ る 管 理 を 合 わ せ て 行 う こ と と す る 。 こ

の 場 合 に お け る 当 該 漁 業 に 係 る 漁 獲 努 力 量 の 上 限 は 、 次 の 表 の 左

欄 に 掲 げ る 漁 業 の 種 類 ご と に 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る と お

り と す る 。  

漁 業 の 種 類  漁 獲 努 力 量 （ 単 位 ： 隻 ）  

ぶ り を 採 捕 す る 漁 業 等  ８ ， ５ ５ １  

５  そ の 他 資 源 管 理 に 関 す る 重 要 事 項  

 (１) 資 源 管 理 基 本 方 針 （ 令 和 ２ 年 農 林 水 産 省 告 示 第 1 9 8 2 号 ） の 本

則 の 第 １ の ２ ( ５ )に 定 め る ス テ ッ プ ア ッ プ 管 理 を 行 う 。  

(２) 養 殖 用 種 苗 （ も じ ゃ こ ） に つ い て 、 ぶ り 養 殖 関 係 県 の 合 意 に

基 づ く 採 捕 計 画 の 範 囲 内 で 管 理 を 行 う 。  


